
ファミリー・サポート・センター事業における

事故の発生状況を踏まえた提供会員の留意事項

（1）　乳児の扱い

　　うつぶせに寝かせた時の方が、あおむけ寝の場合に比べてSlDS（乳幼児突然死

　　症候群）の発症率が高いことがわかっており、うつぶせ寝がSIDSを引き起こす

　　ものではないが、特段の理由がない限りは、乳児の顔が見えるあおむけに寝かせる

　　ようにすること。

　　　また、窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことになるため、なるべく乳児

　　を一人にしないことや、寝かせ方に対する配慮をすること。

（2）　こどもの転倒事故

　　提供会員は、こどもの進路につまづきやすいものや段差がないか注意を払うこと。

　　また、帰宅途中は、提供会員と手をつないで帰るなど、転倒させないための工夫を

　　して事故防止に努めること。

　　　さらに、自動車にこどもを乗車させる場合には、シートベルトを着用させること。

　　また、6歳未満のこどもについては、チャイルドシートを使用すること。

（3）　遊具等からの落下事故

　　鉄棒の上を歩く、うんていの上に登る、ブランコから途中で飛び降りるなど、遊具

　　の誤った使用方法により事故が発生しているので、提供会員は預かり中のこどもに

　　屋外遊具の正しい利用方法を守らせること。

　　　また、事故はこどもから目を離してしまったわずかな時間に発生することも考え

　　られるため、こどもから目を離さないで、こどもの動きに対応できるように留意す

　　ること。

（4）　自転車による事故

　　こどもを自転車に乗せる場合には、チャイルドシートを使用し、ヘルメットを着用させ

　　ること。

（5）　火気の使用時における接触事故

　　ストーブ等の火気を使用する場合には、こどもが火気に触れることのないように

　　ガードをつけたり、こどもの手が届かないところに配置すること。


